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新年度のご挨拶 東部農林水産振興センター 松江家畜衛生部長（兼：隠岐支庁家畜衛生部長） 

（松江家畜保健衛生所長）   前 原 智     

 松江家畜衛生部で４月から勤務することになりました前原と

いいます。皆様方には、日頃より家畜衛生の推進にご協力い

ただいておりますことに、厚くお礼申し上げます。   

私事ではございますが、前任地は川本で、とても静かな環

境でした。初めての松江勤務で、にぎやかな都会に出てき

たような感じがしております。 

さて、５月８日をもって新型コロナウイルス感染症が第５類

へと引き下げられ、季節性インフルエンザと同じ取り扱いとな

ります。思い起こせば３年前の緊急事態宣言の発令にはじまり、色々なことが中止や延期とな

り、その後も感染拡大と収束が繰り返されました。いままでの感染症で流行期間が３年以上の

ものはないといわれていますが、新型コロナも然りで、ようやく終息に向かっているのでは？と

感じられるようになりました。 

しかし、家畜の伝染病では高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るい、豚熱(旧:豚コレラ)

に感染した野生イノシシが県内でも複数例確認されるなど、終息にはほど遠い状況にありま

す。このような状況下、家畜伝染病発生防止のため、家畜飼養者の皆様には引き続き『飼養

衛生管理基準』の遵守についてよろしく願いします。 

家畜防疫対策以外にも、肉用牛巡回での受胎率向上や子牛の損耗防止、酪農巡回での

乳質改善、肥育牛の肉質向上などの生産性を高め経営の向上を図るための対策も併せて

取り組んでまいりますので、ご協力よろしくお願いいたします。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 川本家畜衛生部から参り

ました藤原です。 

松江での勤務は初めてで

すが、生産振興のお役に立

てるよう尽力いたしますので、

よろしくお願いします。 

東部農林水産振興センター 松江家畜衛生部 隠岐支庁 農林水産局 家畜衛生部 

杉山 靖子   森脇 俊輔     角 郁夫      
(任用職員)  （企画幹）  (任用職員) 

転入職員 藤原 和隆 主幹 

職員一同、今年度も 
よろしくお願いします 

 



 

高病原性鳥インフルエンザが今冬期も非常に多発、鶏卵価格も高騰！ 

３年連続で、全国的に高病原性鳥インフルエンザによる大きな被害が続きました。今シー

ズンは、４月 19 日時点で 26 道県 84 事例（99 農場、４施設）で家きん約 1,771 万羽が

処分されています。野鳥では 28 道県の 239 事例で感染が確認されました。 

冬期シーズンに限らず、日頃から感染防止対策を工夫して備えていきましょう。 

豚熱ウイルスの野生いのししへの感染地域が、浜田市まで拡大!! 

山口県で R４.３.17に、広島県で R４.３.21に野生いのししの感染が確認され、県内では

R４.５.19に吉賀町で確認され、R５.４.19までに62頭となり浜田市でも確認されました。 

また、兵庫県では R３.３.16に初めて確認され西に広がり、約２年後の R５.２.１に鳥取県

八頭町で確認され、現在は鳥取市にまで感染地域が拡大しています。 

徐々に野生いのししの感染地域が近付いています。特に感染地域で野生いのししと接触し

た場合や生息地域に入った場合には、靴や手、車のタイヤなどを洗浄消毒し、なるべく感染が

広がらないようにお気を付け願います。 

※ 豚熱は、豚といのししのウイルス病です。人・牛・犬などには感染しません。 

※ それぞれの家畜に、いろいろな伝染病があります。常日頃から、家畜農場への部外

者の立入禁止、関係車両の消毒、野生動物の侵入防止などを徹底し、家畜伝染病の

発生を防ぎ、安定した畜産経営を守りましょう。 

牛のヨーネ病検査(法定検査)を実施します！ 

ヨーネ病は、慢性で頑固な下痢を主症状とす

る家畜法定伝染病で、毎年全国で約 600～

1,100頭の患畜が確認されています。 

島根県では、平成 29 年度から乳用牛と肉用

繁殖牛を検査しています。 

【今年度の検査】  料金：800円/頭 

対象地域 ： 旧安来市（乳用牛を除く） 

           海士町 

対象牛 ： 24か月齢以上の 

搾乳あるいは繁殖に用いる牛 

○ 飼養者の皆様並びに関係者の皆様には、ご協力いただきますようよろしくお願いします。 

【 編集後記 】 全国各地で重大な家畜の伝染病が続発するなかで、県内での発生はなく桜の季節

を迎えることができました。まだまだ畜産は厳しい状況ですが、新型コロナも納まりつつあり、

桜の名所の人出も賑やかさを取り戻してきたように、さらに回復し発展することを願います。 
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年度 対象地域 対象牛 

令和５ 安来市(旧安来市） 肉用牛 

 海士町 肉用牛 肉用牛 

令和６ 松江市鹿島町、安来市伯太町 乳・肉 

 西ノ島町  肉用牛 

令和７ 安来市（旧安来市） 乳用牛 

 知夫村  肉用牛 

令和８ 安来市広瀬町 乳・肉 

 隠岐の島町 肉用牛 

令和９ 松江市（鹿島町除く） 乳・肉 

 

○島根県 東部農林水産振興センター 松江家畜衛生部（松江家畜保健衛生所） 

      〒699-0109 松江市東出雲町錦浜474-2 

TEL：0852-52-5230  公用携帯：080-1935-0883  FAX：0852-52-3377 

○島根県 隠岐支庁 農林水産局 家畜衛生部（松江家畜保健衛生所 隠岐支所） 

      〒685-0015 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 

TEL：08512-2-9690  公用携帯：080-1935-0886  FAX：08512-2-9657 


